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平成28年度市営住宅入居者募集を下記の日程で行います。
「入居者募集のしおり」をよく読んでお申し込みください。

本
人
が
申
告
す
る
場
合

代
理
人
に
よ
る
申
告
の
場
合

　年末
年
始
は
お
祝
い
事
を
す
る
機
会
の
多
い
シ
ー
ズ
ン
で
す
が
、

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
、
お
金
や
物
を
贈
る
こ
と
は
公
職
選
挙
法
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
有
権
者
が
こ
れ
ら
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
で
す
。

市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集

　土
地
と
家
屋
の
ほ
か
、
事
業
用
の
機
械
、
器

具
、
備
品
な
ど
の
償
却
資
産
に
も
固
定
資
産
税
が

課
せ
ら
れ
ま
す
。
償
却
資
産
は
、
地
方
税
法
で
申

告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

《
対
象
者
》
市
内
で
事
業
を
営
み
、
償
却
資
産 

（
税
務
署
で
の
法
人
税
・
所
得
税
の
確
定
申
告
に

　お
い
て
減
価
償
却
費
と
し
て
損
金
ま
た
は
必
要  

　経
費
計
上
し
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
）
を

　お
持
ち
の
方

《
申
告
内
容
》
平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
の
資
産

　状
況
。
資
産
の
種
類
、
名
称
、
取
得
年
月
、
取

　得
価
額
、
耐
用
年
数
な
ど

《
申
告
期
限
》
平
成
29
年
１
月
31
日（
火
）ま
で

平成
28年度

申込方法

申込受付及び募集のしおり配布期間
●那覇市内に住所を有し、または勤務している方であること。
●世帯の月収額が、法令で定められた基準内であること。
●これまでは入居申込のできる親族を申込者の6親等内の血族と3親等
　内の姻族等と限定していましたが、今回より「那覇市パートナー　
　シップ登録証明書の交付を受けている方」も対象となります。

入居者資格及び入居基準

●案内順位は平成29年2月22日(水)公開抽選により決定します。
●いずれの市営住宅も提供できる空家が発生した場合のみ、順位に　
　従ってご案内します。

選考方法
市営住宅課(本庁舎８階)、総合案内(本庁舎１階)、真和志支所、首里支
所、小禄支所、なは市民協働プラザ(銘苅証明書発行センター)
●那覇市役所ホームページからもダウンロードできます。
●閉庁時間帯、土・日曜日の閉庁日は、本庁１階南側の
　守衛室窓口にて配布しております。

申込書・入居者募集のしおり　配布場所

平成28年度　募集市営住宅
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合わせ

次
の
①
か
ら
④
ま
で
及
び
⑥
の
項
目
に

よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
と
、
公
民
権
停
止

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
寄
附
を
行

う
こ
と
は
、そ
の
時
期
や
名
義
を
問
わ

ず
罰
則
を
も
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
冠
婚
葬
祭
に
お
け
る
贈
答
な
ど
も

寄
附
に
な
り
ま
す
。

※
政
党
・
政
治
団
体
や
親
族
に
対
す
る
も
の
な
ど

は
禁
止
の
対
象
か
ら
除
か
れ
ま
す
。

※
政
治
家
本
人
が
自
ら
出
席
す
る
結
婚
披
露
宴
に

お
け
る
祝
儀
、
葬
式
や
通
夜
に
お
け
る
香
典
は
違

法
で
す
が
、
罰
則
の
対
象
か
ら
は
除
か
れ
ま
す
。

政
治
家
に
寄
附
を
す
る
よ
う
勧
誘
や
要

求
を
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
政
治
家
を
威
迫
し
て
、
あ
る
い
は

政
治
家
の
当
選
ま
た
は
被
選
挙
権
を
失

わ
せ
る
目
的
で
勧
誘
や
要
求
を
す
る
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。
政
治
家
名
義
の
寄
附

を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
お
り
、

威
圧
し
て
求
め
る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

政
治
家
が
役
職
員
や
構
成
員
で
あ
る

団
体
や
会
社
が
選
挙
区
内
の
人
に
、

政
治
家
の
名
前
を
表
示
し
て
行
う
寄

附
や
、
政
治
家
の
名
前
な
ど
を
冠
し

た
会
社
・
団
体
が
行
う
寄
附
は
禁
止

さ
れ
て
お
り
、
選
挙
に
関
す
る
寄
附

は
処
罰
さ
れ
ま
す
。

※
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
ま
た
は
そ
の
支

部
に
対
す
る
も
の
は
除
か
れ
ま
す
。

後
援
団
体
（
後
援
会
な
ど
）
が
選
挙

区
内
の
人
に
、
花
輪
・
供
花
・
香

典
・
祝
儀
な
ど
を
出
す
こ
と
や
、

「
後
援
団
体
の
設
立
目
的
に
よ
り
行

う
行
事
や
事
業
に
関
す
る
寄
附
以
外

の
寄
附
」
を
す
る
と
、
そ
の
時
期
や

名
義
を
問
わ
ず
処
罰
さ
れ
ま
す
。

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
、
年
賀

状
や
暑
中
見
舞
状
な
ど
の
時
候
の
あ

い
さ
つ
状
（
電
報
等
も
含
む
）
を
出

す
こ
と
は
、
「
答
礼
の
た
め
の
自
筆

に
よ
る
も
の
」
以
外
は
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。

政
治
家
や
後
援
団
体
が
選
挙
区
内
の

人
に
あ
い
さ
つ
す
る
目
的
で
、
新

聞
・
雑
誌
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
有
料
広
告
を

出
す
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
広
告
を
出
す
よ
う
に
求
め
る
こ
と

も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局   

☎
9
5
1
・
3
2
1
5

お
問
い
合
わ
せ

市営住宅課（指定管理者　琉信ハウジング）  ☎ 951-3242
（月～金曜日）8時30分～17時30分　（ 土曜日）8時30分～12時30分

政治家の寄附は禁止、有権
者が求めることも禁止です。　

平成29年1月10日(火)～25日(水)
申込期限   平成29年１月25日 (消印有効)

本年度より郵送での申込となります。

償
却
資
産
の
申
告
は

　
　
お
済
み
で
す
か
？

法
人
・
個
人
事
業
主
の
み
な
さ
ま
へ

◆
申
告
書
は
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。
ご
連

　絡
い
た
だ
け
れ
ば
書
類
一
式
を
送
付
し
ま
す
。

◆
電
子
申
告
の
場
合
は
番
号
確
認
お
よ
び
身
元
確

　認
は
不
要
で
す
。

◆
郵
送
の
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（１）
番
号
確
認
書
類

①
個
人
番
号
カ
ー
ド

　②
通
知
カ
ー
ド

③
個
人
番
号
が
表
示
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し 

※
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
一
つ

（１）
本
人
の
番
号
確
認
書
類

　右
表
の

（1）
番
号
確
認
書
類
の
写
し

（２）
代
理
人
の
身
元
確
認
書
類

　個
人
番
号
カ
ー
ド
（
表
面
）
、
運
転
免
許
証
、

　税
理
士
証
票
な
ど

（3）
代
理
権
確
認
書
類

　税
理
士
代
理
権
限
証
書
、
委
任
状
な
ど

（２）
身
元
確
認
書
類

①
個
人
番
号
カ
ー
ド

　②
運
転
免
許
証
、
税
理

士
証
票
な
ど
顔
写
真
が
確
認
で
き
る
書
類

③
次
の
い
ず
れ
か
2
点
【
プ
レ
印
字
さ
れ
た
申

告
書
、
公
的
医
療
保
険
証
、
地
方
税
・
国
税
・

社
会
保
険
・
公
共
料
金
の
領
収
証
な
ど
】

※
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
一
つ

「
公
民
権
停
止
」
と
は
？

　

    

選
挙
へ
の
立
候
補
、
選
挙
で
の
投
票
、
選
挙            

    

運
動
へ
の
参
加
等
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
。

お
知
ら
せ

那
覇
市
議
会
議
員

一
般
選
挙
の
期
日
が

　
　決ま
り
ま
し
た

　●任
期
満
了

　

　
　平成
29
年
8
月
3
日（
木
）

　●告
示
日

　

　
　平成
29
年
7
月
2
日（
日
）

　●選
挙
期
日

　

　
　平成
29
年
7
月
9
日（
日
）

みんなで
徹底しよう

ル
ー
ル
を
守
っ
て

明
る
い
選
挙
を

実
現
し
ま
し
ょ
う

三ない運動三ない運動

贈らない！

求めない！

受け取らない！

贈らない！

求めない！

受け取らない！

秘書等が代理で
出席する場合の
結婚祝

お祭りへの
寄附・差入

町内会の集会・
旅行等の催物への
寸志・飲食物の
差入

落成式・
開店祝等の
花輪

病気見舞 お歳暮・お年賀 葬儀の花輪・
供花

入学祝・卒業祝 秘書等が代理で
出席する場合の
葬儀の香典

地域の運動会・
スポーツ大会への
飲食物等の差入

※締切後の受付はいたしません。

※詳細は「入居者募集のしおり」をご覧ください。

①
政
治
家
の
寄
附
の
禁
止

②
政
治
家
に
対
す
る

　
寄
附
の
勧
誘
･
要
求
の
禁
止

③
政
治
家
の
関
係
団
体
の

　
寄
附
の
禁
止

⑥
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る

　
有
料
広
告
の
禁
止

④
後
援
団
体
の
寄
附
の
禁
止

⑤
年
賀
状
等
の
あ
い
さ
つ
状
の
禁
止

償却資産の一例

厨房設備、
接客用家具、
テレビ、商品陳列棚、
レジスターなど

理・美容イス、洗面台、
医療機器、ベッド、
応接セット、看板など

駐車場、フェンス、
外灯、ルームエアコン、
看板、門扉、
家具など

※
申
告
の
際
は
、
申
告
書
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　
の
記
載
が
必
要
）
に
加
え
て
、
番
号
確
認

　
お
よ
び
身
元
確
認
も
必
要
で
す
。

資
産
税
課 

☎
８
６
２
・
５
３
２
０

飲食店、商店、小売店

理容、美容、病院

賃貸住宅、家具付マンション、
事務所、有料駐車場


